
 
 

 

～遂に成立 働き方改革関連法における～ 

「同一労働同一賃金」の考え方と就業規則対応 
 

 
 
 
 
 
 
        

 
 
１．「同一労働同一賃金」関連の法改正の解説 
２．法改正、裁判例を踏まえた「同一労働同一賃金」の考え方 
３．法改正・ハマキョウレックス事件を踏まえた各手当の規定方法の注意点 
４．法改正・長澤運輸事件を踏まえた定年退職再雇用の賃金規程の注意点 
 ５．ガイドライン案の改定等の成立後の動き 

 
 
 

日時 ９月３日（月）１３：３０～１６：３０ 場所 中小企業福祉事業団 セミナールーム 
東京都台東区松が谷１－３－５ ＪＰＲ上野イーストビル２階 

講師 

弁護士 村本 浩 氏 （岩谷・村本・山口法律事務所） 
大阪府出身。京都大学法学部卒業後、京都大学法科大学院に進学、その年に司法試験に合格。2007年に弁護士
登録（大阪弁護士会）して弁護士としての道を歩み、今に至る。 
労働法を得意としており、適正な労務管理・紛争予防に向けてのアドバイスを行うとともに、労使紛争発生時
の示談対応、労基署対応、団体交渉の立会い、労働審判手続・仮処分手続・訴訟手続の代理、労働委員会・    
労働局におけるあっせん手続の代理などを手掛ける。また、各地方の社労士会の研修講師として、多数の講演
を行っている。 

定員 ３６名 定員になり次第、締め切りとさせていただきます。 【 満員御礼 】 

費用 

参加費（１名）/ＤＶＤ【10月 5日発刊予定】購入費（送料込）いずれも ※振込手数料はご負担ください。 
常任幹事社労士 無料（出席・ＤＶＤのいずれか） ⇒ 幹事社労士高度化事業のお申し込みの先生 

幹事社労士   １０，８００円 
■レジュメ・資料は、当日会場にてお渡しいたします。（DVD購入の場合は、CDで同梱となります） 

 

申込方法 ⇒ 参加、ＤＶＤ購入共に、下記申込書にご記入の上ＦＡＸしてください。 
【参加の場合】8月 28日までにＦＡＸにて、お申込みください。 【ＤＶＤ購入の場合】ＦＡＸにてお申し込みください。 

※ 参加費・ＤＶＤ購入費につきましては、受付後に送信する振込要領に基づきお振込みください。 

■特別研修会 参加・ＤＶＤ購入申込書（９月３日(月)開催分） FAX：03 -5806 -0297 

お申込 出席（人数  名） ・ ＤＶＤ(№344)  いずれかに○を付してください 

氏 名 幹事番号（     ） 事務所名  

所在地  

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

E-mail  
※出席のお申込みを頂いた方で、当日ご欠席の場合は、8月 31日（金）までにご連絡ください。 
※ご記入いただきました個人情報は、当研修会の運営やＤＶＤの販売、アフターフォローのために使用いたします。それ以外の目的には使用いたしません。 

【お問い合わせ先】中小企業福祉事業団 事業部 ℡：03-5806-0298 Mail：info@chukidan-jp.com  ※研修会 FB運営中!  

参   加 
ＤＶＤ販売のご案内 

主な講義項目 

中企団特別研修会 

紆余曲折を経て、６月２９日に「働き方改革関連法」が成立しました。そして、ついに「同一労働     
同一賃金」関連の法改正が、再来年の４月１日に施行となります。他方で、６月１日に「ハマキョウ    
レックス事件」「長澤運輸事件」の最高裁判決が出されると共に、下級審の裁判例も続々と出てきています。 
これを受けて社会保険労務士としては、いち早く情報を整理して対応策を把握すると共に、顧問先企業に

提案していくことが求められます。 
本研修会では、今回の法改正、裁判例を踏まえた「同一労働同一賃金」の考え方を整理した上で、     

法施行前の現段階で対応すべきことをお伝えしつつ、各手当の規定方法の注意点など就業規則の具体的な 
対応を解説します。 
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